
事 象 名 該当事象一例 対応行動

情報収集事態
○所在市町村での

震度５弱又は５強の地震
原子力規制委員会・内閣府

合同情報連絡室

警戒事態

○所在市町村での
震度６弱以上の地震

○所在市町村沿岸を含む津波予報区での
大津波警報の発表

○委員長等が重大な事象と認めた場合 等

原子力規制委員会・内閣府
原子力事故合同警戒本部

施設敷地
緊急事態

(原災法１０条事象)

○原子炉冷却材漏えい時における
非常用炉心冷却装置による一部注水不能

○全ての交流電源喪失（30分以上継続）
○残留熱を直ちに除去できない場合 等

原子力規制委員会・内閣府
原子力事故合同対策本部

全面緊急事態
(原災法１５条事象)

○原子炉冷却材漏えい時における
非常用炉心冷却装置による注水不能

○全ての交流電源喪失（1時間以上継続）
○制御棒の挿入による原子炉停止不可
○敷地境界の空間放射線量率が５μSv/h
（10分以上継続） 等

原子力災害対策本部
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緊急参集要員の拡大展開

全面緊急事態施設敷地緊急事態情報収集事態・
警戒事態

内閣府(原防)・規制庁
初動参集要員

関係省庁職員

他の内閣府(原防)・
規制庁職員

内閣府(原防)・規制庁
初動参集要員

内閣府(原防)・規制庁
初動参集要員

他の内閣府(原防)・
規制庁職員

関係省庁職員
（参集準備）



内閣

原子力防災会議（常設）
原子力災害対策指針に基づく施策の実施の推進等、

原子力防災に関する平時からの総合調整

内閣府
（原子力防災担当：

防災担当と連携）

地域防災計画の策定支援、

自治体向け防災対策予算の

執行、総合防災訓練の企画

等を実施

環境省
公害に係る健康被害の

補償及び予防、放射性

物質による環境の汚染

への対処に関する事務

を担う観点から、知見を

提供・取組をリード

内閣府
原子力規制委員会

環境省
公害に係る健康被害の
補償及び予防、放射性
物質による環境の汚染
への対処に関する事務
を担う観点から、知見を
提供・取組をリード

その他関係省庁
それぞれの事務の観点

から、原子力防災会議の

施策や総合調整に参加

事務局

その他関係省庁
それぞれの事務の観点

から、原子力災害対策

本部の施策や総合調整

に協力

平
時

緊
急
時

原子力利用における
安全の確保に関する
専門的・技術的知見を
提供

本部との連携

原子力施設における
事故の収束

内閣府（原子力防災担
当：防災担当と連携）

原子力災害対策本部の設
置・運営等を担当。原子力防
災専門官が、原子力災害応
急対策業務等を実施

事務局

政府の対応体制（平時：原防会議/緊急時：原災本部）

原子力災害対策本部（原子力緊急事態宣言をしたときに臨時に設置）
原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策・原子力災害事後対策の総合調整

原子力利用における
安全の確保に関する
専門的・技術的知見を
提供

原子力規制委員会

原子力施設の安全の確保

原子力基本法

原災法



政府の拠点・要員 原子力事業所の事故収束 （ｵﾝｻｲﾄ対策） 周辺住民の放射線防護 （ｵﾌｻｲﾄ対策）

１－１．官邸
（危機管理ｾﾝﾀｰ 等）

○ 事業者の応急措置に係る命令 （例．ﾍﾞﾝﾄの実施）

→ 委員会

○ 事業者の応急措置に係る支援確保
→ 総理大臣

○ 周辺住民の防護措置に係る指示
（例．避難範囲の決定・自治体首長への指示）

→ 総理大臣
※ 避難等の指示に当たっては道府県知事等と事前調整。

１－２．規制庁
（ＥＲＣ）

○ ﾌﾟﾗﾝﾄ情報の情報収集・分析（例．ＥＲＳＳ）

○ 事業者の応急措置に係る中期的な事態進展を見据えた支援策の企画立案
○ 緊急時モニタリング結果の情報収集・分析
○ 現地対応に必要な関係省庁間調整（例．被災者への救援物資調達）

２－１．
原子力事業所

（緊急時対策所）

（災害対策拠点）

○ 規制庁は炉規法に基づく現場の情報収集・応急措置の監督

○ 事業者の事故収束活動の支援等

２－２．
事態即応センター

○ 委員会指示等の執行の監督
※ 危急存亡の例外的事態においては総理が原災法に基づく指示を発出。

○ 事業者の経営判断に係る応急措置の重要な意思決定事項の
連絡調整

○ ｵﾝｻｲﾄ対策の支援に係る連絡調整

３．ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（現地対策本部、
合同対策協議会）

○ 原災本部長指示、各種対策の実施
○ ｵﾌｻｲﾄ対策の支援に係る連絡調整
○ 自治体との具体的対策の検討・調整

（例．避難経路設定、輸送手段確保）

４．緊急時モニタ
リングセンター ○ 現地における緊急時モニタリングの実施等

＜応急対策の対処方針決定＞
・ 原災本部長等の意思決定、官邸と各拠点との連絡を内閣府政策統括官等が補佐。輸送支援や実働組織派遣等の総合調整は

関係局長等会議を活用。
・ 各拠点とのテレビ会議ｼｽﾃﾑ、ERSS等も接続し、官邸の情報集約を強化。

＜中央（官邸）と現地（各拠点）を支えるﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ＞
・ 官邸の意思決定を支える情報分析、現地の対応状況のﾌｫﾛｰアップ。
・ ｵﾝｻｲﾄ、ｵﾌｻｲﾄの各現地拠点への幹部派遣・要員参集までに一定の時間を要する間、現地対応をﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ。特に自治体との

連絡調整。（例．PAZ避難実施）

＜事故収束対応の最前線＞

＜住民防護・支援の最前線＞
＜自治体との現地調整拠点＞

＜事業者との現地調整拠点＞

各対応拠点の役割分担

＜緊急時モニタリングの最前線＞



原子力事業所

（ﾌﾟﾗﾝﾄの事故収束）
原子力発電所外
（住民の防護）

≪合同対策協議会≫

≪オフサイト対応≫

事業者の
監督・支援等

原子力事業所
災害対策
支援拠点

(例．Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

自衛隊等

原子力施設
事態即応ｾﾝﾀｰ
(原子力事業者本店）

規制庁職員

【 現 地 】

現地対策本部
（オフサイトセンター）

本部長：内閣府副大臣
（又は大臣政務官）

内閣府大臣官房審議官等

関係府省

自治体
調整

住民の避難指示・支援等

連携

調整

連携

調整
・連携

原子力災害対策本部
本部長 :内閣総理大臣
副本部長:官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣（原子

力防災担当）、規制委員会委員長 等
本部員 :全ての国務大臣、内閣府副大臣・政務官、内閣危機管理監等

原災本部事務局 官邸ﾁｰﾑ

原災本部事務局 ＥＲＣチーム

規制庁審議官
内閣府・規制庁等主要職員 等

※必要に応じ、状
況報告

内閣府政策統括官（事務局長）、
内閣府・規制庁等主要職員 等

原子力規制委員会

専門的・技
術的知見

≪オンサイト対応≫

【中央】 ≪官邸≫

≪規制庁内ＥＲＣ≫

原子力緊急事態の危機管理体制
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